
新 旧 備   考 

代金取立規定 

１．(取扱証券類)  

手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができな

いもの（以下「証券類」という。）は、代金取立として取扱います。ただし、2026 年 9 月 30 日を超

えて振り出された、当金庫を支払場所とする手形または当金庫を支払人とする小切手については、取

扱いをいたしません。 

代金取立規定 

１．（取立証券類） 

手形、小切手、その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの（以下「証券類」とい

う。）は、代金取立として取扱います。 

 

振出期限を超えて振り出

された自行宛の手形、小切

手について、代金取立を実

施しないことを規定 

普通預金規定 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。ただし、2026 年 9 月 30 日を超えて

振り出された、手形または小切手は受入れません。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充してく

ださい。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によっ

て取扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

普通預金規定 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充してく

ださい。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によっ

て取扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

 

 

振出期限を設定している

金融機関が発行した手形・

小切手の持出しを行う際

に事務負荷を回避する観

点から、「他行が支払地と

なる手形・小切手の預金入

金扱いの受付停止」を実施

する 

 

貯蓄預金規定 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。ただし、2026 年 9 月 30 日を超えて

振り出された、手形または小切手は受入れません。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充し

てください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によっ

て取扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

貯蓄預金規定 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。 

 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充して

ください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によっ

て取扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

 

 

振出期限を設定している

金融機関が発行した手形・

小切手の持出しを行う際

に事務負荷を回避する観

点から、「他行が支払地と

なる手形・小切手の預金入

金扱いの受付停止」を実施

する 

納税準備預金規定 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。ただし、2026 年 9 月 30 日を超えて

振り出された、手形または小切手は受入れません。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充し

てください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

(3)(4)(5)同上 

納税準備預金規定 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。 

 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充して

ください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

(3)(4)(5)同上 

振出期限を設定している

金融機関が発行した手形・

小切手の持出しを行う際

に事務負荷を回避する観

点から、「他行が支払地と

なる手形・小切手の預金入

金扱いの受付停止」を実施

する 

 


